
都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準の適合性を審

査する機関等の一部を改正する告示をここに公布する。 

令和７年３月２７日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市告示第６６号 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準の適合性

を審査する機関等の一部を改正する告示 

都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準の適合性を審

査する機関等（令和６年鈴鹿市告示第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

１ 法第54条第１項各号に掲げる基準の適合

性を審査する機関は、次に掲げる機関とす

る。 

１ 法第54条第１項各号に掲げる基準の適合

性を審査する機関は、次に掲げる機関とす

る。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（平成27年法律第53号）第

14条第１項に規定する登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関（以下単に「登録建

築物エネルギー消費性能判定機関」とい

う。） 

(２) 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（平成27年法律第53号）第

15条第１項に規定する登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関（以下単に「登録建

築物エネルギー消費性能判定機関」とい

う。） 

(３)  略 (３)  略 

２ 鈴鹿市手数料条例（平成12年鈴鹿市条例

第17号）別表第７に規定する法第54条第１

項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準

に適合するものとして市長が定める方法

２ 鈴鹿市手数料条例（平成12年鈴鹿市条例

第17号）別表第７に規定する法第54条第１

項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準

に適合するものとして市長が定める方法



は、次の各号に掲げるいずれかの書類を添

付する方法とする。 

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める書類を添付する方法とす

る。 

(１) 登録住宅性能評価機関が交付する法

第54条第１項各号に掲げる基準に適合し

ている旨を証する書類の写し 

(１) 一戸建ての住宅又は共同住宅等若し

くは複合建築物の住宅の用途に供する部

分のみを評価する場合 次のいずれかの

書類 

 ア 登録住宅性能評価機関が交付する法

第54条第１項各号に掲げる基準に適合

している旨を証する書類の写し 

 イ 登録住宅性能評価機関が交付する品

確法第６条第１項に規定する設計住宅

性能評価書（法第54条第１項第１号に

基づく基準に適合した等級の評価を受

けたものに限る。）の写し 

 ウ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づ

く評価書（法第54条第１項第１号に基

づく基準に適合した評価を受けたもの

に限る。）の写し。 

(２) 登録住宅性能評価機関が交付する品

確法第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書（法第54条第１項第１号に基づ

く基準に適合した等級の評価を受けたも

のに限る。）の写し 

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 次の

いずれかの書類。ただし、複合建築物の全

体が評価対象の場合については、ウ又は

エとする。 

 ア 登録住宅性能評価機関が交付する法

第54条第１項各号に掲げる基準に適合

している旨を証する書類の写し 

 イ 登録建築物エネルギー消費性能判定

機関が交付する法第54条第１項各号に

掲げる基準に適合している旨を証する



書類の写し 

 ウ 登録住宅性能評価機関であり、かつ、

登録建築物エネルギー消費性能判定機

関である機関が交付する法第54条第１

項各号に掲げる基準に適合している旨

を証する書類の写し 

 エ 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づ

く評価書（法第54条第１項第１号に基

づく基準に適合した評価を受けたもの

に限る。）の写し 

(３) 登録建築物エネルギー消費性能判定

機関が交付する法第54条第１項各号に掲

げる基準に適合している旨を証する書類

の写し 

 

(４) 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づ

く評価書（法第54条第１項第１号に基づ

く基準に適合した評価を受けたものに限

る。）の写し 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


